
 

妊娠中は唾液がねばねばしてくるので、食べかすが残りやすくなります。また、女性ホルモンが

増えることで、歯周病菌が増えやすくなったり、歯肉の反応が変化することで、歯肉に炎症が起

こりやすくなります。 

 つわりの時期は一度にたくさん食べられないので、食生活も不規則になりがちです。そのうえ、

歯ブラシを口に入れるだけで気持ちが悪くなり、歯磨きをしたくないときもあります。このように妊

娠して口の中や生活が変化することにより、むし歯や歯周炎が起きやすくなるのです。妊娠したこ

とが分かったら歯科健診を受診しましょう。①～③の方法で受診が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【町内委託医療機関】 

医療機関名 電話番号 医療機関名 電話番号 

安達歯科医院 962-3961 トヨシマ歯科・歯科口腔外科  961-0418 

井上歯科医院 961-6480 にしぐち歯科医院 961-8855 

大山歯科医院 962-8000 はらだ歯科 962-4618 

かとう歯科医院 961-6667 もりた歯科医院 962-1958 

善歯科医院 961-0741   

※高槻市内の委託医療機関（大阪医科薬科大学病院を除く）でも実施しています。詳しくは下記までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

妊娠中に歯科健診を受けましょう！ 
（妊産婦さんへの歯科健康診査のご案内） 

① 歯っぴー健診（個別歯科健診） 
実施期間：4 月 1 日（月）～令和７年 3月 15 日（土） 

対象者：18歳以上の住民（妊産婦は 18 歳未満でも可能）※年度内に 1 回 

内 容：問診・口腔内診査・健診結果に基づく歯科保健指導など 

場 所：委託医療機関（下記参照） 

費 用：無料 

持ち物：母子健康手帳 

予 約：事前に直接各医院で受付 

 

【お問合せ】  

島本町 健康福祉部 すこやか推進課 （ふれあいセンター １階） 

（TEL 961-1122 ・ FAX 961-1116） 

②歯っぴー健診（集団歯科健診） 
実施日時：７月２１日(日)、令和７年 1 月 1９日(日)  

    9時～12 時 45 分 

対象者：18歳以上の住民 ※年度内に 1 回 

（妊産婦は 18 歳未満でも可能） 

内 容：問診・口腔内診査・健診結果に基づく歯科保健指導

ブラッシング指導など 

場 所：ふれあいセンター1 階健康教育指導室  

費 用：無料 

持ち物：母子健康手帳 

予 約：す こ や か 推 進 課 の 窓 口 ま た は 電 話 で 受 付 

    （申し込みは広報をご覧ください）  

③歯科相談 
実施日時：4月 1１日、6 月１３日、8 月８日 

    10月 10日、12月１2日、令和 7年 2月 13 日 

    (すべて木曜日)14 時～15 時 

対象者：すべての住民 ※年度内に 1 回 

内 容：歯科健診（問診・口腔内診査・健診結果に基づく歯科保健指導など）

歯科相談・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ指導など 

場 所：ふれあいセンター1 階健康教育指導室  

費 用：無料 

持ち物：母子健康手帳 

予 約：Web フォーム、すこやか推進課 

の窓口または電話で受付 

    （申し込みは広報をご覧くださ

い） 

令和６年度用 

申込みはこちら 


